
適時開示体制に係る社内体制の概略図

(※1) 

経営管理部門／事業部門 

子会社 

取締役会/経営会議/営業執行会議/技術執行会議・電子稟議 

経営企画部 主計部 法務部 

情 報 取 扱 責 任 者 

・発生事実 
・決定事実 
・決算情報 

取締役会 

(※2) 

適時開示 

①
情
報
収
集
 

②
開
示
判
定
 

③
外
部
開
示
 

※1.決定事実・決算情報の決議および開示の報告。 
※2.発生事実開示の報告。但し、緊急時は代表取締役報告による。  
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